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○聖カタリナ大学履修規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、聖カタリナ大学学則（以下「学則」という。）に定めるもののほか、履修に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（授業科目等） 

第２条 学則別表第１の授業科目の開講年次は別に定める。 

２ 開講科目及び授業時間割は、毎年度の初めに公示する。 

（授業の開設期間） 

第３条 授業は、その開講期間によって次の種類とする。 

（１）通年授業（学期を越えて継続する授業） 

（２）前学期開設授業（前学期開設、前学期完結の授業） 

（３）後学期開設授業（後学期開設、後学期完結の授業） 

（４）集中授業（特定の期間に集中して行う授業） 

（５）臨時授業（特別講義） 

（履修登録） 

第４条 学生は毎年度の始め、所定の期日までに履修しようとする授業科目の履修登録を行わな

ければならない。 

２ 登録締め切り後及び登録変更期間後の科目の追加、変更、取消は原則としてできない。ただ

し、集中授業等、追加、取消を認める授業科目については、定められた期間内に追加、取消を

することができる。対象となる授業科目及び期間は別に公示する。 

（履修の制限） 

第５条 次に掲げる授業科目は、履修することができない。 

（１）授業時間が重複する授業科目 

（２）既に単位を修得している授業科目 

（３）履修の先修要件を満たしていない授業科目 

（４）学年進行を超えての授業科目 

２ 編入学生及び長期履修学生には前項第４号の規定は適用しない。 

（再履修） 

第６条 単位を修得できなかった授業科目は、再び履修登録を行い履修することができる。 

（履修科目の登録の上限） 

第７条 卒業の要件として修得すべき単位数のうち１年間に履修科目として登録できる単位数の
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上限は、集中授業及び学外での実習の単位を除き４８単位とする。 

（受講の制限） 

第８条 履修登録を行っていない授業科目は受講することができない。 

２ 通年の授業科目においては、後半の学期の授業を先に受講することはできない。 

３ 授業科目によっては、科目の性質及び教場等の都合により、受講資格を限定し、その人数を

制限することがある。 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、履修に関し必要な事項は別に定める。 

（規程の改廃） 

第１０条 この規程の改廃は大学教務委員会の議を経て、全学教授会が行う。 

附 則 

この規程は、平成１８年６月９日から施行し、平成１８年度入学生から適用する。ただし、第

９条については、平成１７年度入学生から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度入学生から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度入学生から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度入学生から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度入学生から適用する。 

附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 ２ この規程の第７条については、平成３１年度入学生から適用し、この規程の施行日以前に

在学する学生は、改正後の定めにかかわらず、なお、従前の例による。 

また、第３年次編入学生については、２０２１年度入学生から適用する。 

附 則 

１ この規程は、２０２４（令和６）年４月１日から施行する。 

 

 

 


